
商標登録出願フロー

期間 特許事務所 出願人特許庁

井澤国際特許事務所 IZAWAPAT

期間 特許事務所 願

出願日
出願受理

・商標の提案

・商品

・サービス

調査

出願

報告

報告
手続

・商標出願の場合、原則、事前

に先行登録調査をします。

公開日

出願 報告

出願公開

８
ヶ
月

・出願により、商標登録出願に

より生じた権利が発生します。

拒絶通知

約
６
～
８

・出願中であっても、商標を

模倣した者に、警告可能。不

正競争防止法も検討します。

報告

拒絶理由通知

３
０
日

中間処理 ・アドバイスいたします。

依頼手続

拒絶査定 報告

意見書・補正等

・アドバイスいたします。

審判
依頼手続

・３人又は５人の審判官に

より客観的な判断を仰げま

・拒絶査定を踏まえて 再出願

・登録料の納付により、登

録され、特許権が発生しま
登録査定

拒絶確定

・拒絶査定を踏まえて、再出願

をお勧めします。

井澤国際特許事務所 IZAWAPAT


